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紀の川市では、本市が保有・管理する未利用市有地や公共施設の利活用や維持

管理に関し、民間事業者ならではの独創的な提案を求めるため、令和 6年度より「公

共施設等の利活用に関する民間提案制度」を実施します。 

本制度は、市民サービスの向上や地域経済の活性化、本市の財政負担軽減、本

市が策定する各種計画の推進など、本市の自治体経営に大きく貢献する提案を審

査・選定し、提案者との協議を重ねながら事業化を図るものです。 

 

令和 6年度の提案募集物件は、市内 3か所の未利用市有地です。 

 

 主なスケジュール 

・募集要項、対象物件の公表 

  令和 6年 6月 3日（月） 

・事前面談（必須）・現地調査・質問書の受付回答 

  （受付）令和 6年 6月 3日（月）～7月 31日（水） 

  （実施・回答）令和 6年 6月 10日（月）～8月 9日（金） 

・提案書類の受付 

  令和 6年 9月 2日（月）～9月 13日（金） 

・提案審査（提案者によるプレゼンテーション） 

  令和 6年 10月中旬（予定） 

 

並行して、対象物件を暫定的に短期間使用できる「トライアル・サウンディング」も

募集します。 

 

各土地の詳細情報や利用の条件、募集スケジュールについてはホームページに

掲載しています。 

 

 

和歌山県・紀の川市 

公共施設等の利活用に関する民間提案制度 

【本件に関する問い合わせ先】 

和歌山県 紀の川市役所 企画部 公共施設マネジメント課 担当：小林・三林 

TEL：0736-77-2513 FAX：0736-77-3176 E-MAIL：k040300-001@city.kinokawa.lg.jp 


